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少花粉スギ等造林対策事業実施要領 

 

平成26年 ４月 １日 治第  ９号 

最終改正 令和８年 ３月３０日 治第７１３号 

 

第１ 趣旨 

森林が持つ水源涵
かん

養、土砂流出防備等の公益的機能については、県民生活に欠くこと

のできない重要な役割を担っているが、担い手の減少や高齢化、木材価格の低迷等によ

り、「伐って・使って・植えて・育てる」林業の循環が停滞し、再造林による適切な更

新が図られていないのが現状である。 

特に、主な花粉発生源であるスギ・ヒノキ人工林は、花粉量の多い高齢の森林が増加

しており、再造林による若返りを進め、花粉量を抑制する必要がある。 

このため、人工林の主伐を促し、少花粉スギ等の花粉の少ない特性を有した品種（以

下「少花粉スギ等」という。）への植替えを促進することで、齢級構成の平準化と花粉

発生量の抑制を図る。 

なお、事業実施に当たっては、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号。

以下「規則」という。）、岡山県造林事業補助金交付要綱（昭和48年７月23日付け、治

第867号。以下「交付要綱」という。）、岡山県造林事業実施要領（平成19年４月２日付

け、治第53号。以下「造林要領」という。）、岡山県造林事業調査要領（昭和53年７月

20日付け、治第359号。以下「調査要領」という。）、岡山県造林補助金事務取扱要領（平

成23年８月25付け、治第610-6号）、岡山県林業・木材産業循環成長対策交付金事業（間

伐材生産、路網整備、 低コスト再造林対策）の実施について（平成30年４月２日付け、

治第５号）、岡山県国際競争力・木材供給基盤強化対策等交付金事業（間伐材生産、 再

造林の低コスト化、路網整備・機能強化）の実施について（平成28年５月６日付け、治

第96号）、森林環境保全整備事業実施要綱（平成14年３月29日付け、13林整整第882号）、

森林環境保全整備事業実施要領（平成14年３月29日付け、13林整整第885号。以下「環境

保全要領」という。）、森林整備促進事業実施要領（平成20年４月１日付け、治第５号）、

森林環境保全整備事業実施要領の運用について（平成14年12月26日付け、14林整整第580

号）、農山漁村地域整備交付金交付要綱（平成22年４月１日付け、21農振第2567号）、

農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け、21林整計第336号。）、森林

・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年3月30日付け29林

政政第893号農林水産事務次官依命通知。以下、「交付等要綱」という。）別表２に掲げ

る事業内容のうち、「間伐材生産」及び「路網整備」、「低コスト再造林対策」の実施

については、交付等要綱、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領（令和5年3月30

日付け4林政経第899号林野庁長官通知。）、林業・木材産業循環成長対策交付金の事業

評価実施要領（令和5年3月30日付け4林政経第900号林野庁長官通知）、林業・木材産業

循環成長対策交付金の配分基準の考え方（令和5年3月30日付け4林政経第901号林野庁林

政部長通知）、合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策交付金交付等要

綱（平成28年1月20日付け27林整計第232号）、合板・製材・集成材国際競争力強化・花

粉削減総合対策実施要領（平成28年1月20日付け27林整計第237号）、合板・製材・集成

材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領の運用について（平成28年1月20日付け27

林整計第238号）及び岡山県造林事業実施基準（平成19年４月２日付け、治第55号）によ

るほか、この要領によるものとする。 

 

第２ 補助対象となる事業内容及び採択基準 

少花粉スギ等造林対策事業費補助金（以下「補助金」という。）の対象となる事業内



 - 2 - 

容、採択基準及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。 

 

第３  事業主体 

１ 本事業における事業主体は、市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組合、森林

組合連合会、森林法施行令（昭和26年政令第276号）第11条第７号に規定する特定非営

利活動法人等、同条第８号に規定する団体、森林経営計画の認定を受けた者、森林の

間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成20年法律第32号）第５条第１項に規定

する特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者及び森林

経営管理法（平成30年法律第35号）第36条第２項の規定により都道府県が公表した民

間事業者とする。 

２ 事業主体は、事業の実施形態等により、次のように区分する。 

（１）森林組合が自己所有林（信託を引き受けた森林又は森林組合法（昭和53年法律第

36号）第26条第１項に規定する森林）に直営その他の方法により実行した場合の事

業主体は森林組合。 

（２）森林組合が森林組合所有以外の森林につき受託施行した場合の事業主体は次によ

る。 

ア 委託者が、市町村及び森林整備法人である場合は、それぞれ市町村、森林整備

法人 

イ 委託者が、市町村及び森林整備法人以外の場合は、森林組合 

（３）森林組合が事業の実行に関与しない場合で、かつ、事業主体となり得る者が自力

で又は造林会社等に外注して実行した場合は、当該事業主体。 

 

第４  事業要望の調査等 

１ 県民局長は、市町村、森林組合等の意見を聴くとともに、管内の事業実施要望を調

査し、様式第１号に取りまとめ、別に定める日までに農林水産部長に提出する。 

２ 農林水産部長は、県民局長から提出された事業実施要望と予算等を勘案し、補助金

を県民局長に配分する。 

３ 県民局長は、２の配分額の範囲内で事業主体及び市町村が補助事業者である場合は

当該市町村へ内示を行う。また、県民局長は事業主体へ内示を行った際には、該当の

市町村へ内示額等を通知する。 

４ 事業主体は内示額に基づき事業を実施する。 

５ 事業実施要望の変更を行うときは、上記１の規定を準用する。 

 

第５ 補助金の交付申請 

 １ 交付要綱第３条に規定する補助金交付申請書については、様式第２号によるものと

する。ただし、市町村が補助事業者として事業を実施する場合については、別紙１の

とおりとする。 

 ２ 補助金交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。なお、前項のただし書きの

場合は除く。 

（１）総括位置図（施行地の位置を示した５万分の１の地形図又はこれに準ずるもの） 

（２）施業図（造林要領に規定の様式） 

（３）現地写真（原則として位置情報が記録されたもの） 

事業実施前及び完了後の写真 

なお、下刈りについては、必要に応じて近景及び遠景の写真 

（４）社会保険等加入実態状況表（造林要領に規定の様式） 

（５）受託造林の場合は委託契約書の写し 
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（６）請負に付した場合は、請負契約書の写し 

（７）委任状の写し(代理申請の場合) 

（８）実行経費内訳書（市町村が請負に付した場合、ただし、実行経費に係る関係書類

の写しに代えることもできる） 

（９）施業実施協定書の写し(森林法施行令第11条第7号に掲げるＮＰＯ等が実施した場

合) 

（10）森林法施行令第11条８号に規定する団体の場合は、規約、造林地の森林所有者を

明示した構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿 

（11）測量野帳(人工造林の場合) 

（12）森林経営計画等に基づかない人工造林において、当該林分の伐採及び伐採後の造

林の届出書の写し 

（13）少花粉スギ等造林について、林業種苗法（昭和45年法律第89号）第18条の規定に

より苗木に添付された生産事業者表示票又は配布事業者表示票（少花粉苗木である

ことを示す種穂の採取場所や品種名が記載されているものに限る。）の写し 

  （14）その他知事が必要と認める書類 

 ３ 補助金交付申請を行う事業主体は、次の書類を整備するものとする。 

（１）社会保険等加入実態状況表に係る証拠書類（施行地毎） 

（２）測量野帳 

（３）森林経営計画書、経営管理実施権配分計画又は集約化実施計画書 

（４）受委託契約に係る仕様書 

（５）受委託契約に係る見積書 

（６）受委託事業精算書 

 ４ 補助金交付申請書に記載する面積及び施業図は、コンパス等による測量、地球測位

システム（GNSS）等による測量、オルソ画像等による測量によるものとする。 

また、精度の高い既存の図面を使用して求めることができるものとする。 

 ５ 事業主体は、原則として補助金の申請前までに、２の（２）の施業図（シェープフ

ァイル形式）を岡山県森林クラウドに登録すること。（造林補助事業の嵩上げの場合

を除く。）なお、登録に当たっては、別途通知する登録方法を参照して行うものとす

る。 

 ６ 施行地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像等を提出する場合は、２

の（１）から（３）の書類について省略することができるものとする。 

 

第６ 補助金の交付 

１  県民局長は、補助金交付申請書が提出されたときは、交付申請書の内容を審査し、

補助金の査定を行い、補助金の交付決定及び額の確定を同時に行う。 

２ 県民局長は、前項の補助金の交付決定及び額の確定を行った場合は、当該補助金の

交付申請者に様式第３号により通知するとともに、市町村長に補助金の交付決定及び

額の確定通知書の写しを送付するものとする。 

３ 前項の補助金の交付決定及び額の確定通知書に添付する補助金明細書は、造林要領

第１の５の（８）に規定する様式とする。なお、本事業においては、制限林に係る内

容を記載するとともに、下刈りの場合は、下刈り回数、下刈り施行地の植栽に係る申

請時期及び申請番号を記載するものとする。 

４ 調査は、調査要領に基づき実施する。 

 

第７ 市町村の経由 

  事業主体は、第４の１の事業実施要望及び第５の１の補助金交付申請書を事業所在地
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の市町村を経由して、県民局長へ提出する。 

  

第８ 補助金の算定 

補助金額の算定は、別表のとおりとする。 

 

第９ 軽易な変更 

    規則第10条ただし書に規定する知事が別に定める軽易な変更は、別表に掲げる変更と

する。 

 

第10 補助金交付に関する報告 

県民局長は、事業完了後速やかに、補助金交付実績報告書（様式第４号）を農林水産

部長に提出する。 

 

第11 その他 

１ 事業主体は、おかやま森づくり県民税を財源としているこの事業により森林整備を

進めていることを森林所有者等へ広くＰＲすること。 

２ 事業主体は、おかやま森づくり県民税の目的に沿った各種活動について協力するこ

と。 

３ 施行地等の転用等に伴う補助金の返還措置については、「岡山県造林事業実施要領」

（平成19年４月２日付け、治第53号）第４を準用する。 

４ この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

附 則 

  この要領は、平成26年度事業から適用する。 

附 則（平成31年４月１日 治第 １号） 

  この要領は、平成31年度事業から適用する。 

附 則（令和２年３月26日 治第 747号） 

  この要領は、令和２年度事業から適用する。 

附 則（令和３年４月５日 治第  19号） 

  この要領は、令和３年度事業から適用する。 

附 則（令和４年３月18日 治第 725号） 

  この要領は、令和４年度事業から適用する。 

附 則（令和５年３月30日 治第 714号） 

  この要領は、令和５年度事業から適用する。 

附 則（令和６年４月１日 治第  26号） 

  この要領は、令和６年度事業から適用する。 

附 則（令和６年５月１日 治第 128号） 

  この要領は、令和６年度事業から適用する。 

附 則（令和７年５月１日 治第 137号） 

  この要領は、令和７年度事業から適用する。 

附 則（令和８年３月30日 治第 713号） 

  この要領は、令和８年度事業から適用する。 

 




































